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 ４ 調査成果 

 

  ○都市計画道路の見直し背景 

都市計画道路の多くは、高度経済成長期に都市への人口集中と市街地の拡大

等を前提に計画されてきました。長浜市の都市計画道路は、平成 27 年 3 月 31

日時点において、全体で 18 路線、延長約 72km であり、そのうち、約 45％（約

32km）が整備済、約 33％（約 24km）が未着手となっています。 

しかしながら、計画決定当時とはまちづくりの方向性が大きく変わっている

ことに加え、今後は人口減少などを背景とした集約型都市構造への転換も求め

られています。そのため交通の需要や体系を全体的に見直すとともに、都市計

画道路の整備の必要性を再検証する必要があります。 

長浜市の都市計画道路には、長期にわたり事業未着手の路線や区間があり、

これらの路線や区間では都市計画法第 53 条の建築制限を受け、建物が自由に

建設できない状況となっています。 

以上のようなことから、平成 26 年 3 月に道路分野におけるマスタープラン

である「長浜市道づくり計画」を策定し、さらにその実行計画として平成 27

年 3 月に「長浜市道路整備アクションプログラム」を策定したことをふまえ、

都市計画道路の見直しを行うこととしました。なお都市計画道路の見直しにあ

たっては、「滋賀県都市計画道路見直し指針（平成 19 年 3 月策定）」に基づい

た上で、長浜市としての見直しの考え方を加味してまとめました。（※この考

え方について、平成 26 年 5 にパブリックコメントを実施。）この上記の考え方

に基づいて「必要性」「実現性」の各評価項目を設定し、都市計画道路の各路

線について存続・計画の見直し（変更）・廃止を判断しました。 

 

 ○長浜市の都市計画道路の現状 

    長浜市の都市計画道路は、18 路線（約 72 ㎞）を都市計画に定めています。 

    これまで約 32 ㎞の区間で整備が完了しており、残りの約 40 ㎞が未整備とな

っています。さらに未整備区間のうち計画決定から未着手となっている区間が

約 24 ㎞あり、整備率は全体で約 45％で、県全体の整備率（約 48％）とほぼ同

程度ですが、市決定分のみに限ると約 17％と低い水準となっています。 

 

 

 

 

 

  

 市決定 

（市道） 

県決定 

（国県道） 

合計 

路線数 6 12 18 

総延長 9.19 ㎞ 62.76 ㎞ 71.95 ㎞ 

整備済延長 1.60 ㎞ 30.56 ㎞ 32.16 ㎞ 

整備率 17.40％ 48.70％ 44.70％ 

44.7%

21.8%

33.5%

都市計画道路 整備率

整備済 

概成済 

未整備 



 

  

長浜市都市計画道路網図 

長浜市都市計画道路一覧 



  



○都市計画決定変更・整備に向けた課題 

  今後は、都市計画道路としての位置付けを「廃止」する路線、幅員や線形など 

何らかの「変更」をする路線の都市計画決定の手続きを行った上で、都市計画道 

路の整備に向け、整備計画を立案していく必要があり、都市計画変更手続き、整 

備計画の立案を行っていくにあたり、課題として留意すべき事項や引き続き検討 

を行っていく必要がある内容について整理を行いました。 

 

① 都市計画マスタープランとの整合 

長浜市では現在、平成２２年の市町合併後を反映した都市計画マスタープラン 

を策定(改定)中です。 

この都市計画マスタープランでは、長浜市が目指す都市構造の実現に向けた将 

来道路ネットワークのあり方や基本方針を示します。 

都市計画の手続きは、都市計画マスタープランで位置付けされた将来道路ネッ 

トワーク方針に基づき、本見直しで整理を行った各路線の位置付けや役割の整合 

を図りながら、都市計画変更手続きを行っていくものとします。 

 

② 都市計画道路整備の優先順位の検討 

長浜市基本構想や長浜市都市計画マスタープランなどの上位計画に掲げられ

て 

いる将来都市像の実現に向け、都市計画道路の受け持つ機能、沿道周辺地域に与 

える影響（交通量の増加による住環境への影響、地域コミュニティへの影響）を 

留意しつつ、道路整備による投資効果、住民の理解度などを十分に勘案し、今回 

見直しを行った未整備都市計画道路の整備優先順位を検討していくものとしま 

す。 

 

③ 「廃止」となる都市計画道路の影響の検討 

今回の都市計画道路の見直しにおいて「廃止」と判断された都市計画道路のう 

ち、現在道路が存在する区間で 5.5m 以下（２台の車のすれ違い通行が困難）の 

道路や歩道整備が進んでいない道路については、道路管理者と自動車通行の円滑 

化や歩行者が安全に通行できる空間整備を進めて行けるように協議を行ってい

き 

ます。 

また現在、道路が整備されている区間については、道路の維持（補修・修繕） 

の向上に努めて行きます。 

一方、現在計画線上に道路がなく計画線のみが定められている区間について 

は、近傍への道路の有無（上述した狭小幅員道路含む）をふまえ、新たな道路整 

備の必要性等について検討していくこととします。 

  



○今後の進め方 

   今回の都市計画道路見直し結果により、「廃止」・「変更」と判断されたものに 

ついては、地域への説明、合意形成を進めながら都市計画変更の手続きを進めて 

いきます。 

 

「廃止」と判断された路線、及び区間については、周辺住民等に周知を行い、住

民説明会等をふまえて、合意形成が得られた路線について、法に基づく都市計

画変更を進めていきます。 

「変更」と判断された路線、及び区間については、各路線における将来のまちづ

くりにおける位置づけ、及び事業実施の見込み等の検討もふまえたうえで、法

に基づく都市計画変更を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


